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１：入国者の誓約書（※入国者が記載） 

法務大臣 殿 

誓 約 書 

年  月  日 

 

（氏名（自著））                              は、入国に際し、以下の事項を誓約

いたします。また、以下の内容を理解し、承諾します。 

・誓約違反が疑われる行為が確認された場合には、受入責任者（入国者を雇用する又は入国者を事

業・興行のために招聘する企業・団体等をいう。以下同じ。）から業所管省庁（当該受入責任者を所

管する省庁をいう。以下同じ。）に対して、更に外国人の場合は出入国在留管理庁など関係当局に対

して、当該行為に関する情報（個人情報を含む。）が提供され得ること。 

・業所管省庁は、受入責任者が確保する待機施設又は自宅（以下「待機施設等」という。）に対して、

照会を行う場合があること。 

・誓約内容の遵守について、業所管省庁などからの連絡や調査に誠実に対応すること。正当な理由な

くこれらに応じないことや、調査を拒み、妨げ、虚偽の報告等を行うことは誓約違反となり得るも

のであること。また、事前に審査済の活動計画書に記載のない特定行動（事前の検査と行動管理を

組み合わせ、入国後 14日目までの自宅等待機期間中であっても入国後最短４日目から事前に審査済

の活動計画書に記載された活動をいう。以下同じ。）を行った場合は、誓約違反となり得るものであ

ること。 

・誓約違反が認められた場合（不実の記載があった場合も含む。）に、業所管省庁又は受入責任者から

是正の指導が行われた場合は、これに従うこと。誓約違反が改善されない場合、業所管省庁から特

定行動等の緩和措置を停止する旨の連絡があったときは、これに従い、自宅等待機を行うこと。 

・誓約に違反した場合（不実の記載があった場合も含む。）業所管省庁又は受入責任者により氏名（外

国人の場合は氏名及び国籍）や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ること。 

・外国人の場合は、上記の同意事項に反したことが明らかとなった場合、不実の記載のある文書等に

より査証の申請を行い上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定

に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ること。 

・本誓約書の内容を誓約後に変更することは認められず、内容を変更する際は、本誓約を破棄し、再

度誓約することが必要であること。 

・下記ス及びセの項目に記載のアプリにより、位置情報及び画像や音声など本人確認に必要な情報が

収集され得ること、また、当該情報が厚生労働省・業所管省庁・受入責任者や、加えて外国人の場

合は出入国在留管理庁など関係当局に提供され得ること。 



1.入境者的承诺书（※请入境者记载） 

尊敬的法务大臣   

保证书 

年    月   日 

姓名（签名）             入境时遵守以下事项。同时，

理解并承诺以下内容。                             

・如果确认有违反承诺的行为，接收单位负责人（接收单位负责人指的

是雇用入境者或让入境者从事商业，娱乐活动的公司和组织。下面也一

样）应向相关管理部门（相关管理部门指的是接收单位负责人的管辖部

门）提供有关该行为的一切信息（包括个人信息）。如违反承诺的是外国

人士应该向入境管理局等相关当局举报。 

・相关管理部门可以对接收单位负责人安排的隔离宾馆进行查询。 

・应积极配合相关管理部门的调查，及时地回应。没有正当的理由拒绝

或阻碍政府机关的调查，做虚伪报告均视为违反行为。如果进行了预审

活动计划中未列明的特定活动均视为违反行为。 

・如发现违反承诺（包括做出虚假陈述的情况）的行为，应该接受相关

管理部门或接收单位负责人的指示。如屡次违规未经改善，相关管理部

门将会采取限制其自由行动的措施。接到通知的本人应遵守规定，自觉

在宾馆隔离，等待新的通知。 

・如发现违反承诺（包括做出虚假陈述的情况）的行为、相关管理部门

或接收单位负责人将公开个人信息（外国人士包括国籍）。 

・对于违反上诉协议的外国人，或用虚假材料申请签证获得入境许可的

外国人，将立即吊销再留资格 驱逐出境。 

・不允许在签名后更改本保证书的内容、在更改内容时，废除本誓约书，

必须重新签名。 



・根据记载的应用程序（APP），可收集位置信息及图像和声音等，需要

确认本人所需的信息。请务必安装所定的应用程序。另外，该信息提交

给厚生劳动省，相关管理部门和接收单位的负责人。外国人士可向入境

管理局等相关当局提交。 

 

 






